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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 腔 内 人 工 器 官 で あ っ て 、
　 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ２ ２ ） と 、
　 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ２ ４ ） と 、
　 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ２ ２ ， ２ ４ ） の 各 々 の 端 部 の
外 周 の 一 部 に 沿 っ て 、 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト の 間 に 延 在
し 、 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト に 接 続 さ れ た 、 可 撓 性 ブ リ ッ
ジ （ ４ ０ ） と を 含 み 、
　 可 撓 性 ブ リ ッ ジ （ ４ ０ ） は 、 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （
２ ２ ， ２ ４ ） が 実 質 的 に 同 じ 方 向 に 延 在 す る こ と が で き る よ う 、 人 工 器 官 が 実 質 的 に 真 っ
直 ぐ な 形 状 か ら Ｕ 型 形 状 へ 曲 が る こ と を 可 能 に す る 、 腔 内 人 工 器 官 。
【 請 求 項 ２ 】
　 可 撓 性 ブ リ ッ ジ （ ４ ０ ） は 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト に 撤
回 不 能 に 取 付 け ら れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 腔 内 人 工 器 官 。
【 請 求 項 ３ 】
　 可 撓 性 ブ リ ッ ジ （ ４ ０ ） は ワ イ ヤ 、

腔 内 人 工 器 官 。
【 請 求 項 ４ 】
　 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ２ ２ ， ２ ４ ） は 各 々 可 撓 性 ブ
リ ッ ジ （ ４ ０ ） に 隣 接 す る ス テ ン ト を 含 み 、 可 撓 性 ブ リ ッ ジ （ ４ ０ ） は ス テ ン ト の う ち 少
な く と も １ つ と 一 体 化 し て い る 、 請 求 項 １ か ら の い ず れ か に 記 載 の 腔 内 人 工 器 官 。
【 請 求 項 ５ 】
　 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ２ ２ ） お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ２ ４ ） は 、 各 々 中 央
開 口 部 （ ４ ２ ， ４ ４ ） と 終 端 開 口 部 （ ４ ６ ， ４ ８ ） と を 含 み 、 中 央 開 口 部 は 可 撓 性 ブ リ ッ
ジ （ ４ ０ ） に 隣 接 し て そ の 対 向 す る 両 端 部 に あ り 、 中 央 開 口 部 お よ び 終 端 開 口 部 は 各 々 内
部 ス テ ン ト を 含 む 、 請 求 項 １ か ら の い ず れ か に 記 載 の 腔 内 人 工 器 官 。

ま た は 、 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ
ン ト グ ラ フ ト （ ２ ２ ， ２ ４ ） の 外 周 の ま わ り に 部 分 的 に 延 在 す る 部 分 的 ス テ ン ト を 含 む 、
請 求 項 １ ま た は ２ の い ず れ か に 記 載 の
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４



【 請 求 項 ６ 】
　 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ２ ２ ） ま た は 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト
グ ラ フ ト （ ２ ２ ， ２ ４ ） は 、 中 央 開 口 部 と 終 端 開 口 部 と の 間 に 少 な く と も １ つ の 外 部 ス テ
ン ト を 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 腔 内 人 工 器 官 。
【 請 求 項 ７ 】
　 腔 内 人 工 器 官 ア セ ン ブ リ で あ っ て 、
　 単 一 の 近 位 開 口 部 （ １ ０ ４ ） お よ び ２ つ の 遠 位 開 口 部 （ １ ０ ７ ， １ ０ ９ ） を 有 す る 主 要
管 状 本 体 （ １ ０ ２ ） を 含 む 分 岐 し た 人 工 器 官 （ １ ０ ０ ） と 、
　 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ８ １ ） 、 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ８ ２ ） 、 な ら び に 、 前 記
第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト の 各 々 の 端 部 の 外 周 の 一 部 に 沿 っ
て 、 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ８ １ ， ８ ２ ） の 間 に 延 在 し
、 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト に 接 続 さ れ た 可 撓 性 ブ リ ッ ジ （
９ ５ ） を 含 む 延 長 人 工 器 官 （ ８ ０ ） と を 含 む 、 腔 内 人 工 器 官 ア セ ン ブ リ 。
【 請 求 項 ８ 】
　 可 撓 性 ブ リ ッ ジ （ ９ ５ ） は 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト お よ び 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト に 撤
回 不 能 に 取 付 け ら れ た 、 請 求 項 に 記 載 の 腔 内 人 工 器 官 ア セ ン ブ リ 。
【 請 求 項 ９ 】
　 分 岐 し た 人 工 器 官 （ １ ０ ０ ） は 、 主 要 管 状 本 体 と 一 方 の 遠 位 開 口 部 と の 間 に 短 い 方 の ス
テ ン ト グ ラ フ ト レ ッ グ （ １ ０ ８ ） を 含 み 、 主 要 管 状 本 体 と 他 方 の 遠 位 開 口 部 と の 間 に 長 い
方 の ス テ ン ト グ ラ フ ト レ ッ グ （ １ ０ ６ ） を 含 む 、 請 求 項 の い ず れ か に 記 載 の 腔
内 人 工 器 官 ア セ ン ブ リ 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 第 １ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ８ １ ） は 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト （ ８ ２ ） よ り 長 く 、 第 １ の
ス テ ン ト グ ラ フ ト は 短 い 方 の ス テ ン ト グ ラ フ ト レ ッ グ の 遠 位 開 口 部 を 係 合 す る よ う サ イ ズ
決 め さ れ て 構 成 さ れ 、 第 ２ の ス テ ン ト グ ラ フ ト は 長 い 方 の ス テ ン ト グ ラ フ ト レ ッ グ の 遠 位
開 口 部 を 係 合 す る よ う サ イ ズ 決 め さ れ て 構 成 さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 腔 内 人 工 器 官 ア セ
ン ブ リ 。
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